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　児童手当は小学校第３学年修了前までの児童を養
育している方に支給されます。
　現在、児童手当を受けている方は、毎年６月に「現
況届」を提出しなければなりません。この届けは６月
１日における状況を記載し、児童手当等を引き続き
受ける要件があるかどうかを確認するものです。
　この届の提出がないと、６月分以降の手当が受け

られなくなりますので、ご注意ください。対象の方に
は５月末に町民課より「現況届」の用紙を送付します。
　また、出生、転入等により新たに受給資格が生じた
場合は、「認定請求書」の提出が必要です。
　詳しくは、役場町民課までお問い合わせください。
　■問い合わせ
　　役場町民課町民係　☎54－2510

もしも、交通事故にあってしまったら・・・
　交通事故など、第三者による行為でけがなどを負った場合には、原則としてその医療費は加害者
が負担すべきものです。
　しかし、被保険者の皆さんが保険証を提示し医療機関で診察を受けられると、保険診療となるた
めに、国保が一時的に医療費を立て替えることになります。
　このことにより、後日、国保が被害者に代わって医療費を加害者に請求することになりますので、
交通事故などにあわれて病院で診療を受けた場合には、必ず国保係まで届出をしてください。

＜届出の手順＞
①警察に届け出る
　　交通事故にあったら、すみやかに警察に
　届け出て「事故証明書」をもらいます。　

②国保の窓口に届け出る
　　国保の窓口へ「第三者行為による傷病届」
　を提出してください。

○届出の際に必要な書類
　　・印鑑　　　・保険証
　　・事故証明書（後日でも構いません）

※示談の前に届出を
　　届出をされないで、加害者から治療費を
　受け取ったり、示談を済ませてしまうと国
　保が使えなくなりますので、示談の前に必
　ず国保に届出をしてください。
　　　
☆詳しいお問合せは・・・
　仁多庁舎内健康福祉課国保係（電話54-278１）
　横田庁舎内横田総合相談室（電話52-2111)　
　　　　　　　　　　　　にお願いします。

　平成17年7月28日、社会福祉法人仁多町社会福祉協議会並びに社会福祉

法人横田町社会福祉協議会（以下「両町社協」という。）は解散し、平

成17年7月29日に両町社協が合併して社会福祉法人奥出雲町社会福祉協議

会を設立する旨を、両町社協の理事会及び評議員会で議決しましたので、

この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から2ケ月以内に

その旨をお申し出ください。

　　平成17年5月20日

島根県仁多郡奥出雲町稲原57番地6

　社会福祉法人横田町社会福祉協議会

　　　　会　長　　小早川　茂　延

島根県仁多郡奥出雲町三成369番地8

　社会福祉法人仁多町社会福祉協議会

　　　　会　長　　田　中　和　夫

　6月１日は、人権擁護委員法が施行された日です。
昭和23年にまず政令に基づいて人権擁護委員制度が設けられ、翌24年6月1日に人権擁護委員法が施行され
ました。これにより、地域住民の中にあって国民の基本的人権を擁護する機関である人権擁護委員制度が誕
生しました。
　全国人権擁護委員連合会では、6月1日を「人権擁護委員の日」と定め、この日を中心として皆さんとと
もに一層の人権尊重思想の啓発に努めることを申し合わせております。
　奥出雲町長から推薦され、法務大臣が委嘱した「人権擁護委員」は次の方々です。

※ 6月1日には次の時間・場所で特設人権相談を行います。
　　奥出雲コミュニティーセンター（横田）　1Ｆ　青年室　10:00～15:00

　　奥出雲中央公民館（仁多）　　　　　　　2Ｆ　和　室　10:00～15:00

　　　　　　　　　　　　　　　　　相談は無料で秘密は守られます。お気軽にご相談下さい。

住　所　横田　　　　　　
氏　名　安　田　韶　彦
電　話　52－2812

住　所　亀嵩　　　　　　
氏　名　千　葉　哲　雄
電　話　57－0046

住　所　八川　　　　　　
氏　名　田　部　　　亨
電　話　52－1912

住　所　三沢　　　　　　
氏　名　高　橋　正　美
電　話　54－1348

住　所　大呂　　　　　　
氏　名　堀　江　瑞　江
電　話　52－0424

住　所　三沢　　　　　　
氏　名　吉　川　忠　夫
電　話　54－1337
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化や電気の無駄使いをしないなどを実践していくことの積化や電気の無駄使いをしないなどを実践していくことの積み重ねが全体では大きな成果をみ重ねが全体では大きな成果を生み、生み、地球温暖地球温暖
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　1972年6月、スウェーデンのストックホルムで国連人間環境会議が開催され、人類の現在および将来の世
代のために、地球環境を保護し改善する世界共通の目標としての「人間環境宣言（ストックホルム宣言）」が
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　日本では、環境基本法で6月5日を「環境の日」と定め、6月を環境月間として、全国で環境保全活動に関す
るさまざまな行事を行っています。
　皆さんは、環境問題、地球温暖化など最近よく聞かれると思いますが、なんだか話が大きくて身近なこと
に感じていない方もいらっしゃると思います。しかし、私たち一人一人が毎日の生活を見直し、ごみの減量
化や電気の無駄使いをしないなどを実践していくことの積み重ねが全体では大きな成果を生み、地球温暖
化を防ぎ、環境を守ることになります。皆さんも身近なことから実践してみませんか。

3.　定率による税額控除の額
　　定率控除前の所得割額の15％(ただし、町民税及び県民税をあわせて上限4万円）です。

2.　所得割額は次のとおりです。

※「水と緑の森づくり税」500円には、2分の1 　
の特例はありません。
※なお、均等割は非課税限度額制度があります
の　で、所得金額が一定金額以下の妻について
は、

6月から、17年度分の町民税県民税の納付が始まります。
町民税・県民税は、均等割と所得割の合算額で課税します。

1.　均等割額は次のとおりです。
　　（1）町民税3,000円
　　（2）県民税1,500円（うち500円は「水と緑の森づくり税」です。）
　　○均等割の納税義務を負う夫と生計を一にする妻で、夫と同じ町内に住所を有する妻につい
　　　て、均等割の非課税措置が平成17年度から段階的に廃止されます。平成17年度は2分の　
　　１の額で課税し、18年度分から全額で課税します。

【町税に関するお問い合わせ】横田庁舎税務課（電話 52－2671）

17年度

課　税　所　得 速算控除額税　率

18年度～
町民税
県民税
合　　計

町民税

県民税

1,500円
1,000円
2,500円

200万円以下の金額
200万円超700万円以下
700万円を超える金額

700万円以下の金額
700万円を超える金額

3%
8%

10%

2%
3%

―
100,000円
240,000円

―
70,000円

3,000円
1,500円
4,500円


